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町
役
場
で
は
、
次
の
要
領
で
職

員
採
用
試
験
を
実
施
し
ま
す
。
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一
般
行
政
職　
　
　

１
名

�
�
�
�
�

�
�
�
�
高
等
学
校
以
上
を
卒
業

し
た
も
の
﹇
ま
た
は
平
成　

年
３

１５

月
卒
業
見
込
み
の
者
﹈

�
�
�
�
昭
和　

年
４
月
２
日
か

５２

ら
昭
和　

年
４
月
１
日
ま
で
に
生

６０

ま
れ
た
者

�
�
�
�
平
成　

年
１
月
１
日
現

１５

在
、
本
人
ま
た
は
父
母
が
薩
摩
町

内
に
在
住
し
て
お
り
、
採
用
後
町

内
に
居
住
で
き
る
者

�
�
�
�
�
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

●
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者

●
成
年
被
後
見
人
ま
た
は
被
保
佐

人
（
準
禁
治
産
者
を
含
む
）

●
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
ま
た

は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が

な
く
な
る
ま
で
の
者

�
�
�
�
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現
在
募
集
中

　

２
月　

日
（
水
）
ま
で

１２
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平
成　

年
２
月　

日
（
日
）

１５

２３

　

午
前
９
時　

役
場
第
一
会
議
室
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・
教
養
試
験　

・
事
務
適
性
検
査

・
作
文
試
験　

・
面
接

�
�
�
�
�

　

平
成　

年
３
月　

日
（
金
）
に

１５

１４

役
場
掲
示
板
に
発
表
す
る
ほ
か
合

格
者
に
は
文
書
で
通
知
し
ま
す
。

◎
最
終
合
格
者
は
採
用
候
補
者
名

簿
に
登
載
し
、
町
職
員
に
欠
員
を

生
じ
た
と
き
、
そ
の
中
か
ら
採
用

者
を
決
定
し
ま
す
。
こ
の
名
簿
の

有
効
期
限
は
、
名
簿
確
定
の
日
か

ら
１
年
と
し
ま
す
。

◎
給
与
は
、
薩
摩
町
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
等
に
基
づ
き
支
給

さ
れ
ま
す
。
給
与
と
し
て
、
給
料
、

そ
の
他
各
種
手
当
等
が
あ
り
ま
す
。
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●
受
験
申
込
書　
　
　

１
通

●
履
歴
書　
　
　
　
　

１
通

（
以
上
役
場
総
務
課
で
交
付
）

●
健
康
診
断
書　
　
　

１
通

●
写
真　
　
　
　
　
　

２
枚

（
３
×
４
�
３
月
以
内
に
撮
影
）
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●
町
役
場
総
務
課
庶
務
係

（
�　

―
１
１
１
１
内
線　

）

５７

２２１

〒
８
９
５
―
２
２
９
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薩
摩
町
求
名
１
２
８
３
７
番
地

　

平
成　

年
分
所
得
税
の
確
定
申

１４

告
の
相
談
お
よ
び
申
告
書
の
受
付

を
税
務
署
窓
口
で
２
月　

日
１７

（
月
）
か
ら
３
月　

日
（
月
）
ま

１７

で
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

　

還
付
申
告
に
つ
い
て
は
１
月
か

ら
受
付
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
が
、

税
務
署
の
閉
庁
日
（
土
・
日
、
祝

日
な
ど
）
は
、
相
談
及
び
申
告
書

の
受
付
は
お
こ
な
い
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
告
書
は
郵
送
（
郵
政

官
署
の
日
付
が
提
出
日
と
な
り
ま

す
。）
ま
た
は
税
務
署
の
時
間
外

収
受
箱
へ
の
投
か
ん
に
よ
り
提
出

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※
町
税
務
課
で
も
、
町
県
民
税
申

告
受
付
時
に
所
得
税
の
申
告
が
で

き
ま
す
。
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川
内
税
務
署
・
税
務
相
談
室

　
　

川
内
市
若
葉
町
１
番　

号
２５
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①
外
地
等
の
勤
務
経
験
が
あ
り
、

加
算
年
を
含
む
在
職
年
が
３
年

以
上
の
方
及
び
実
在
職
年
が
１

年
以
上
の
方
に
、
内
閣
総
理
大

臣
名
の
書
状
・
銀
杯
を
贈
呈
し

て
い
ま
す
。

②
内
地
勤
務
経
験
の
み
の
方
で
、

加
算
年
を
含
む
在
職
年
が
３
年

以
上
の
方
及
び
実
在
職
年
が
１

年
以
上
の
方
に
、
内
閣
総
理
大

臣
名
の
書
状
を
贈
呈
し
て
い
ま

す
。

③
上
記
対
象
者
で
、
請
求
を
お
こ

な
う
こ
と
な
く
亡
く
な
ら
れ
た

方
に
、
遺
族
か
ら
の
請
求
に
応

じ
て
対
象
者
宛
て
の
内
閣
総
理

大
臣
名
の
書
状
を
贈
呈
し
て
い

ま
す
。（
③
は
平
成　

年
３
月

１７

　

日
ま
で
）

３１
※
「
恩
給
欠
格
者
」
と
は
恩
給
法

令
で
い
う
旧
軍
人
軍
属
で
あ
っ

て
、
年
金
的
な
恩
給
を
受
給
す

る
た
め
の
最
短
在
職
年
数
に
満

た
な
い
方
及
び
旧
軍
人
軍
属
と

し
て
在
職
に
関
連
す
る
共
済
年

金
等
年
金
的
な
給
付
を
受
け
る

権
利
の
な
い
方
を
い
い
ま
す
。
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①
昭
和　

年
の
引
揚
者
特
別
交
付

４２

金
を
受
給
さ
れ
た
方
に
、
内
閣

総
理
大
臣
名
の
書
状
を
贈
呈
し

て
い
ま
す
。
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平
成　

年
３
月　

日

１５

３１

●
請
求
書
類
は
、
各
市
区
町
村
の

福
祉
関
係
の
担
当
課
に
用
意
し

て
あ
り
ま
す
。
な
お
、
す
で
に

請
求
さ
れ
た
方
は
、
請
求
の
必

要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
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総
務
省
認
可
法
人

　
　

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
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ホ
ー
ム
ペ
ー
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